株式会社設立の必要書類
【チェックリスト】


山場１：定款認証の必要書類 → 公証役場へ

☐ 定款
　 会社の根本規則（商号や事業目的など）をまとめた文書。
　 日本公証人連合会「定款等記載例」などを参考にして作成（紙の定款は３部）。
　 紙の定款（公証役場への提出用１部）には４万円分の収入印紙を貼る。
https://www.koshonin.gr.jp/format

☐ 印鑑証明書　※法人登記でも必要。有効期限は発行から３カ月
　 住民登録地の役所やコンビニ交付サービスで取得。発起人全員分が必要。

☐ 実質的支配者となるべき者の申告書
　 経営を支配できる人が暴力団などの反社会的組織と無関係である旨を申告する書類。
　 写真付き身分証明書のコピーを添付する。
　 日本公証人連合会「定款認証」のフォーマットを利用して作成。
　 https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow09_4

☐ 委任状　※代理人が認証手続きをする場合
　 日本公証人連合会「委任状の記載例」のテンプレートをダウンロードして作成。
https://www.koshonin.gr.jp/format#inin3

山場２：法人登記の必要書類 → 法務局へ

☐ 株式会社設立登記申請書
　 法務局「商業・法人登記の申請書様式」のテンプレートをダウンロードして作成。
　 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html#anchor1-1

☐ 収入印紙貼付台紙
　 同上。登録免許税（最低）15万円分の収入印紙を貼る。

☐ 認証済みの定款
　 公証人の氏名などが付記された認証済みの定款。定款認証後に取得。

☐ 払込証明書（払込みのあったことを証する書面）
　 出資金（資本金）全額が所定の銀行口座に払い込まれたことを証する書類。
　 登記申請書のテンプレートの記載例をもとに作成。
　 添付書類として通帳のコピー（表紙、表紙の裏、入金の記帳ページ）も必要。

☐ 発起人決定書（発起人の同意書）
　 定款で定めていない重要事項の決定を証する書類。
　 登記申請書のテンプレートの記載例をもとに作成。

☐ 就任承諾書
　 設立時の役員に就任したことへの承諾を証する書類。
　 登記申請書のテンプレートの記載例をもとに作成。

☐ 印鑑証明書　※有効期限は発行から３カ月
　 取締役会なし：設立時の役員全員分
　 取締役会あり：代表取締役の分のみ

☐ 委任状　※代理人が登記申請をする場合
　 登記申請書のテンプレートの記載例をもとに作成。

☐ 印鑑届書　※事前に会社の印鑑を作成
　 会社の実印となる印鑑を法務局に登録するための書類。
　 法務局「印鑑証明書等の交付請求書の様式」のテンプレートをダウンロードして作成。
　 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-2.html

☐ 印鑑カード交付申請書
　 印鑑カード（会社の印鑑証明書を取得するためのカード）を発行するための書類。
　 テンプレートについては印鑑届書と同様。

☐ 登記すべき事項を記録した別紙または電磁的記録媒体
　 商号や本店、公告の方法などの「登記すべき事項」をまとめた資料。
　 紙の場合：登記申請書のテンプレートにならって作成
　 電磁的記録媒体（CD-Rなど）の場合：法務省の規定に従って作成
　 https://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI50/minji50.html
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